
島本町規 則第１ ９ 号  

 

   島 本町景 観 審議会 規則  

 

（趣旨）  

第１条  この規 則は、島 本町 景 観 条例（ 令和５ 年島本町 条例第 ７

号 ） 第 ２ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 島 本 町 景 観 審 議 会 （ 以

下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を

定めるも のとす る。  

（組織）  

第２条  審議会 の委員（ 以下「 委員」と いう。 ） は、 ８ 人以内 と

する。  

２  委員 は町長 が委嘱し 、構成 する委員 の具体 的な人数 は、次 の

各号に掲 げる 区 分に応じ 、当該 各号に定 める と おりとす る 。  

⑴  学識 経験を 有する者  ３人 以内  

⑵  住民  ２人 以内  

⑶  その 他町長 が適当 と 認める 者  ３人 以内  

（委員の 任期）  

第３条  委員の 任期は 、 ２年と する。た だし、 補欠委員 の任期 は、

前任者の 残任期 間とする 。  

２  委員 は、再 任される ことが できる。  

（ 会長及 び副 会 長）  

第４条  審議会 に会長及 び副 会 長 各１人 を置き 、委員の 互選に よ



  

ってこれ を 定め る。  

２  会長 は、会 務を総理 し、 審 議会 を代 表する 。  

３  副会 長は、 会長を補 佐し、 会長 に事 故があ るとき又 は 会長 が

欠けたと きは、 その職務 を代理 する。  

（ 会議）  

第５条  審議会 の会議（ 以下「 会議」と いう。 ）は、 会 長が招 集

し、会長 がその 議長とな る。  

２  会議 は、委 員 の過半 数が出 席しなけ れば開 くことが できな い。  

３  会議 の議事 は、出席 委員の 過半数で 決し、 可否同数 のとき は、

議長の決 すると ころによ る。  

（ 意見等 の聴取 ）  

第６ 条  審議会 は、必要 がある と認める ときは 、会議に 委員以 外

の者の出 席を求 め、その 意見又 は説明を 聴くこ とができ る。  

（検討部 会）  

第７ 条  審議会 は、必要 に応じ て 検討部 会を置 くことが できる 。  

２  検討 部会に 属する委 員は、 会長 が指 名する 。  

３  検討 部会に 部会長を 置き、 会長が指 名する 委員がこ れに当 た

る。  

４  部会 長は、 会務を総 理し、 検討部会 を代表 する。  

５  部会 長に事 故がある とき、 又は部会 長が欠 けたとき は、あ ら

かじめ部 会長の 指名する 委員が 、その職 務を代 理する。  

６  部会 長は、 検討部会 におけ る審議の 状況及 び結果を 審議会 に

報告する 。  



  

（庶務）  

第８ 条  審議会 及び検討 部会の 庶務は、 都市創 造部都市 計画課 に

おいて処 理する 。  

（その他 ）  

第９ 条  この規 則に定め るもの のほか、 審議会 の運営に 関し必 要

な事項は 、 会長 が定める 。  

  附  則  

（施行期 日）  

１  この 規則は 、 令和５ 年１０ 月１ 日か ら施行 する。  

（任期の 特例）  

２  この 規則 の 施行後最 初に委 嘱され る 委員の 任期は、 第３条 第

１ 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 本 文 に 規 定 す る 期 間 の 範

囲内で町 長が別 に定める 。  

 


